
 

 

 

 

 

 

  足場からの墜落防止対策の強化に関し労働安全衛生規則が改正され、平成２７年７月１

日より施行されました。 

  同規則の改正に伴い、「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務（地上又は堅固

な床上における補助作業を除く。）」が特別教育を必要とする業務に追加されました。 

このため、同業務に従事する場合は、「足場の組立て等特別教育」を修了した者でなけれ

ば従事することはできません。 

  つきましては、標記講習会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。 

記 

受講対象者：足場の組立て等の業務に就く方。（満１８才以上） 

 

講習日程：令和８年  ６月３０日（火） 8：45～16：10〔定員７０名〕 

          令和８年１０月  ２日（金） 8：45～16：10〔定員７０名〕 

 

講習会場：建設業安全衛生技術センター（沖縄市海邦町 3－17 ☎098-934-1660） 

 

受 講 料：（お一人様）８,２７０円  （受講料 7,337 円＋ﾃｷｽﾄ代 933 円） 
※表示価格はすべて税込みとなります。 

 

申込方法：  所定の申込書を記入し提出(郵送可)して下さい。提出していただいた方へ

講習日程及び受講料の支払方法等を記載した「講習会通知書」を送付いたし

ます。定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込み下さい。 

             尚、申込用紙は支部事務局、又は各分会窓口にて無料で配布しております。 
            ※申込書はホームページからも印刷できます。 

  https://www.kensaibou-okinawa.com/ 建災防沖縄県支部で検索 
 

提 出 先：〠901-2131 沖縄県浦添市牧港５－６－８（建設会館５階） 

            建設業労働災害防止協会沖縄県支部  TEL098－876－5273 

 
※当該特別教育は、厚生労働省が実施する「建設労働者確保育成助成金制度」の対象となります。 

詳しくは沖縄労働局（沖縄助成金センター ☎098-868-1606）へお問い合わせ下さい。 

 


